
 

平成２０年度第３回平塚市建築審査会 会議録 

 

開催日時 平成２０年９月２日（火） 午後２時００分から午後３時００分まで 

開催場所 平塚市役所南附属庁舎Ｄ会議室 

委員 三澤委員、赤塚委員、藤井委員、大山委員 

特定 
行政庁 吉野建築指導課長、井上課長代理、金子主査 

 
出 
席 
者 

 事 務 局

他 
武井課長代理、寺島主事、小山田まちづくり政策課長、平田主査（まちづ

くり政策課） 
欠 
席  加藤委員 

 
 開催形態 
 

 
■公開   □一部公開  □非公開 

 
傍聴者 

 
２名 

会議録 
署名委員 

 
三澤委員（会長）、藤井委員 

 

会議内容   

 

１ 開会 

会議録署名委員は、藤井委員とすることで了承された。 

 

２ 議事 

（１）議案１ 建築基準法第５６条の２第１項ただし書許可の同意に

ついて（１件） 

 

資料に基づき、特定行政庁から当該提案の概要説明があっ

た。 

 

提案案件１－①について 

申請地が平塚市と大磯町の２つの行政区画にわたっており、

申請建築物への増築部分の大部分が大磯町に属していること

に関し、平塚市が建築基準法第５６条の２第１項ただし書許可



の処分庁となる根拠について質疑があった。これに対し、本件

のような場合における同許可の処分庁について定めた取扱い

はないが、法第６条に規定する建築確認申請について、敷地及

び建築物が複数の行政庁にわたる場合は、建築物の過半の属す

る行政庁において取扱う旨の通知があり、本件は大磯町を管轄

する神奈川県と協議の上、同通知に準じて取扱うものである旨

の回答があった。 

また、本件のように、隣地への日影の影響の変化のない小規

模の増築であっても、例外なく同許可の手続きが必要になるの

かとの質疑があった。これに対し、例外なく手続きが必要にな

るとの回答があった。 

以上の質疑をもって本案件は「同意」された。 

 

３ その他 

（１）平塚市総合設計許可基準（案）等について 

 

資料に基づき、特定行政庁から平塚市総合設計許可基準（案）

及び平塚都市計画高度地区の運用基準（案）について、前回の

平塚市建築審査会にて提示した資料からの変更点を中心に説

明があった。 

また、前回、同許可基準（案）及び運用基準（案）に対して

示された意見について、次のとおり回答があった。 

まず、１万平方メートル以上の大規模な土地に関する緩和基

準を再検討すべき旨の意見に対しては、周辺への日照確保や建

築物からの圧迫感の緩和等、居住環境へ配慮し、壁面の位置、

住戸の採光及び日影による建築物の高さの制限に関する基準

を設けている旨の回答があった。 

次に、建築計画の質に対する専門評価機関を設置すべき旨の

意見に対しては、総合設計等の許認可に当たっては建築審査会

の同意等を必要とすること、また、一定規模以上の開発事業を

行おうとするときは、平塚市まちづくり条例第３０条に基づ

き、事業者に対して必要な指導又は助言を行うことができ、こ

の場合において、市長は必要があると認めるときは、都市計画

審議会の意見を聴くことができるとの規定があり、大規模な土

地における計画については、同審議会の意見を聴くよう運用し

ていくことから、両機関により第三者機関としての役割分担が

果たされていると考える旨の回答があった。 

さらに、同許可基準（案）における敷地面積の規模規定につ

いて、商業地域のうち容積率５００パーセント以上の地区及び

明石町における敷地面積の 低限度を５００平方メートルに

引き下げたことを再検討すべき旨の意見に対しては、本市の中

心商店街である同エリアにおける商業施設の誘導及び建替え



の促進により商業の活性化を図るため、また、現況の街区形状

や敷地面積規模等を勘案し、敷地面積の規模を５００平方メー

トルに設定した旨の回答があった。 

同許可基準（案）の「運用の基本方針」において、「この基

準は、許可の申請にあたっての前提条件として、位置づけるも

のであり」とあることについて、本許可基準は、「許可にあた

っての前提条件」として位置づけるものではないかとの質疑が

あった。これに対し、同許可基準は、確かに許可に当たっての

前提条件となるものであり、当該部分を見直したい旨の回答が

あった。 

また、同許可基準（案）における「大規模な土地に関する基

準」において、「周辺の市街地環境の維持に支障のない計画」

が削除された理由について質疑があった。これに対し、平塚都

市計画高度地区の計画書における当該基準に係る制限の緩和

の前提として、「周辺の市街地環境の維持に支障ない建築物」

と位置づけられており、同許可基準の運用に当たってもこれが

前提となることから削除した旨の説明があった。 

さらに、同許可基準（案）及び同運用基準（案）における「運

用の基本方針」において、許可に当たっての前提条件を具体的

に記載する等、より分かりやすくしたほうがよいのではとの意

見があった。これに対し、両基準の趣旨が明確に伝わる表現に

見直したい旨の回答があった。 

特定行政庁から、同許可基準（案）及び運用基準（案）につ

いて、今回あった意見を踏まえた上で必要な修正を施し、９月

下旬から施行したい旨の説明があり、了承された。 

 

 

（２）次回の開催日程について 

 

次回の開催日程は、後日事務局にて調整し、決定することと

なった。 

 

４ 閉会 
 
 
 
 

 


